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予算説明書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

12～13
３

民生費
４

原爆被爆者
対策費

２
原爆被爆者
医療援護費

1-1 長崎被爆体験者支援費
千円

４，８１９

（１） 被爆体験者精神影響等調査研究事業

平成14年度から、国の「被爆体験者精神影響等調査研究事業実施要綱」に基づき、第二種健康診断受診

者証所持者（胎児を除く）のうち、被爆体験による精神的原因に基づく健康影響に関連する精神疾患及び身

体化症状・心身症の治療等に係る医療費の支給を行うこと等により、その症状の改善、寛解及び治癒を図る

もの。

なお、下記（２）の事業が開始されることとなったが、本研究事業は、当面の間、経過措置として存続する。

被爆体験者精神医療受給者証所持者（長崎市）：3,380人（令和６年10月末）

（２） 第二種健康診断特例区域治療支援事業

令和６年12月１日から、国の「第二種健康診断特例区域治療支援事業実施要綱」に基づき、第二種健康診

断受診者証所持者のうち、11の障害を伴う病気にかかっている者を対象として、幅広い一般的な疾病につ

いて被爆者と同等の医療費助成を行い、その症状の改善、寛解及び治癒を図るもの。

（参考）第二種健康診断受診者証所持者（長崎市）：３，８７７人（令和６年10月末）

１ 概 要
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２ 補正内容

※１ 被爆体験者精神影響等調査研究事業費委託金 補助率：対象事業費（855,846千円）の10/10
※２ 保険料個人負担金 67千円 複写手数料 1千円

３ 財源内訳

項 目 予算額 内 訳

扶助費 ２,３７０ ・医療費扶助費 2,370
対象疾患に対する医療費（自己負担分）の助成

事務費 ２,４４９ ・報酬 202
委員報酬

・需用費 550
印刷製本費

・役務費 767
郵送料、手数料

・使用料及び賃借料 180
会場借上料など

・負担金、補助及び交付金 750
国保連システム改修費負担金

合計 ４，８１９

（１） 事業費内訳 （単位：千円）

区分 事業費
財源内訳

国庫支出金※１ 県支出金 地方債 その他※２ 一般財源

補正前の額 851,095 851,027 ─ ─ 68 ─

補正額 4,819 4,819 ─ ─ ─ ─

補正後の額 855,914 855,846 ─ ─ 68 ─
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